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お
知
ら
せ

　

こ
の
調
査
は
、
産
業
分
野
で
の
事
業
所

の
活
動
状
態
等
を
明
ら
か
に
す
る
国
の
統

計
調
査
で
す
。
調
査
員
が
６
か
月
間
で
、

市
内
す
べ
て
の
事
業
所
の
活
動
状
態
を
確

認
し
、
新
た
に
把
握
し
た
事
業
所
な
ど
、

一
部
の
事
業
所
に
は
調
査
票
を
配
布
し
ま

す
。
み
な
さ
ん
の
調
査
へ
の
ご
理
解
と
ご

協
力
を
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。 

■
対
象　

 

産
業
分
野
の
す
べ
て
の
事
業
所

■
時
期　

６
月
～
11
月

　

こ
の
調
査
は
、
工
業
の
実
態
を

明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
目
的
と
す

る
国
の
重
要
な
調
査
で
、
統
計
法

に
基
づ
く
報
告
義
務
の
あ
る
基
幹
統
計
調
査

で
す
。

　

調
査
の
結
果
は
、
中
小
企
業
施
策
や
地
域

振
興
な
ど
、
国
お
よ
び
地
域
行
政
施
策
の
た

め
の
基
礎
資
料
と
し
て
、
利
活
用
さ
れ
ま
す
。

調
査
票
に
記
入
い
た
だ
い
た
内
容
は
、
統
計

作
成
の
目
的
以
外
に
使
用
す
る
こ
と
は
絶
対

に
あ
り
ま
せ
ん
。

　

調
査
へ
の
ご
理
解
と
ご
協
力
を
よ
ろ
し
く

お
願
い
い
た
し
ま
す
。

■
調
査
基
準
日　

６
月
1
日
㈯

■
対
象　

 

従
業
者
4
人
以
上
の
全
て
の
製
造

事
業
所
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問 

情
報
課 

広
報
広
聴
係
　
☎
75

−

2
2
8
0

問 

情
報
課 

広
報
広
聴
係
　
☎
75

−

2
2
8
0

～
日
本
の
未
来
の
た
め
に
～

工
業
統
計
調
査
を
実
施
し
ま
す

経
済
セ
ン
サ
ス
︱
基
礎
調
査
を

�

実
施
し
ま
す

　市では、イノシシなどによる農作物被害防止のため、
猟友会に委託し、有害鳥獣の駆除を行っています。駆除
期間と市内一斉駆除の日程は次のとおりです。伝書鳩な
ど飼育されている人は、市内一斉駆除日には放さないで
ください。
■対象　イノシシ、カラス、ドバト、アナグマ、アライグマ
■期間　1０月３1日㈭まで
■市内一斉駆除日

地区 日程 時間

納所地区のみ 5 月1９日・2６日、
６ 月 2 日 ６ 時～ ９ 時

全域

4 月28日、 7 月28日
8 月25日、 ９ 月2９日

1０月1３日
６ 時～ ９ 時

６ 月2３日 5 時３０分～ 8 時３０分
1０月2０日 ６ 時３０分～ ９ 時

※すべて日曜日に実施
■方法　銃器、捕獲おり、わなによる捕獲
■区域　市内一円（官行造林、鳥獣保護区、禁猟区、公道を除く）
■�注意　万一の事故を防ぐため、山菜採りやハイキング
などで野山に入るときは、目立つ服装でラジオを鳴ら
すなどして、周囲にわかるように心がけてください。

　身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉
手帳をお持ちの人が所有する軽自動車等のうち、次の一定の条件を
満たす場合は、軽自動車税の減免が受けられます。
※ 身体障害者等と生計を一にする人が所有する軽自動車等を含みます

　昨年、本人運転で軽自動車税の減免を受けた人は、申請内容の変
更がない場合、自動更新となりますので申請手続きは不要です。た
だし、家族が所有している車両を本人が運転する場合や家族運転、
常時介護者運転の場合は、毎年更新手続きが必要です。
　減免の対象となる障害の程度（等級）は、障害の種類で異なりま
すので、必ずご確認ください。
　くわしくは、班回覧の「軽自動車税減免のお知らせ」をご覧ください。

多 久 市
か ら の
お知らせ

多 久 市
か ら の
お知らせ

問 農林課 振興係　☎75−4825

問 税務課 市民税係　☎75−2126

有害鳥獣の駆除を実施しています

軽自動車税の減免には申請が必要です

◆減免の要件
①身体障害者等が自ら運転するもの（本人運転）
② 身体障害者等の通院・通学のために身体障害者等と生計を一

にする人が運転するもの（家族運転）
③ 身体障害者等のみで構成される世帯の身体障害者等を常時介

護する人が運転するもの（常時介護者運転）
※ ②③は、通院（通所）の期間・回数が条件を満たす場合のみ対象となります
※ 普通自動車や福祉課が交付している福祉タクシー利用券との重複、軽自動車

２台以上の減免はできません

■申請の期限　 5 月３０日㈭


